
Commission for the Conservation of 
Southern Bluefin Tuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第６回年次会合報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１部 
1999年11月29日、30日 

オーストラリア、キャンベラ 
 



第６回年次会合報告書 
第１部 

1999年11月29日、30日 
オーストラリア、キャンベラ 

 
議題１：開会 

 
１．１ 開会の辞 

 
１．オーストラリアのピーター・ユール議長が会合を開会し、加盟国である日本、オース 

トラリア、及びニュージーランドの代表団、並びに、大韓民国、南アフリカ共和国、台 

湾、及びインド洋マグロ類委員会からのオブザーバーを歓迎した。議長は、ハリー氏と 

ハウスネヒト氏がCCAMLRを代表していることを注記した。 

 
１．２ 議題の採択 
１．３ 会合のアレンジメント 

 
２．合意された議題及び参加者リストは、それぞれ別添Ａ及びＢの通り。 

 
３．議長は、議題にある事項の検討は、委員会の運営の重要な側面を進捗させるための機 

会を提供するものであることを注記し、優先すべき事項について合意を得るために、加 

盟国の協力を求めた。 

 
４．開会に引き続き最初に検討すべき事項は、議題６の管理戦略ワークショップからの報 

告、議題７の科学評価手続きのピアーレビュー、及び、議題５の貿易情報スキームの最 

終化と採択とすることが合意された。 

 
５．議長は、議題の進行に従って提起される特定の問題について、オブザーバーのコメン 

トを求めることにした。 

 
１．４ オープニングステイトメント 

 
６．日本、ニュージーランド、オーストラリア、韓国、南アフリカ、及び台湾のオープニ 

ングステイトメントは別添Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、及びＨの通り。 

 
議題３：財政運営委員会からの報告 

 
３．１ 1999年予算の修正 

 
７．委員会は、別添Ｉの1999年予算の修正を承認した。 

 
３．２ 2000年予算の採択 

 
８．提案されている2000年の予算案は、最近年に実施されてきたと同様な作業計画を基 

礎としていることが注記された。 

 



９．2000年の作業計画は、資源評価を支援するための独立科学者の関与する追加の会合 

を含め最終化される必要があるので、提案された予算案（別添Ｊ参照）を暫定的な措置 

として採択し、将来の作業計画の詳細についての合意の後、次回の委員会においてレビ 

ューすることが合意された。 

 
10．次回の委員会の会合においては同時通訳を実施し、必要な予算の修正については、次 

回の委員会の会合において検討することが合意された。 

 
３．３ 会計規則の改正 

 
11．会計規則を別添Ｋの通り改正することが合意された。 

 
議題４：非加盟国／地域との関係 

 
12．議長は、この問題については長期間に渡って議論してきているとコメントした。彼

は、 前日行った韓国及び台湾の代表との会合の結果について簡単な報告を本会議で行っ

た。 彼は、両代表とも、委員会に対する協力、及び早期の条約への加盟の希望を表明し

たと 報告した。彼は、ITOLSの命令に従って行われた1999年9月27日～29日の交渉にお 

いて、締約国は、非加盟国が委員会に協力するか、あるいは加盟することが極めて重要 で
あることに合意していることを、締約国に想起させた。 

 
13．加盟国は、非締約国／地域の問題に関連して、委員会の加盟国が、非締約国／地域の 

委員会に対する協力を促進するため、過去３年間に渡り作業してきたと述べた。さらに、 

すべての締約国は、委員会を通じ、あるいは二国間ベースで、非締約国／地域の条約へ 

の加盟、あるいは委員会への協力を追求するための作業を行ってきた。委員会は、これ 

らの国と、1998年以来、真剣な交渉を行ってきている。 

 
14．締約国は、委員会が、非締約国／地域ができる限り早急に委員会に協力し、そして/ 
 又は加盟するよう交渉を前進させていく必要があることに合意した。すべての締約国

は、 非加盟国／地域による増加する漁獲は、委員会によるSBT 資源の保存と最適利用

の ための作業を侵すものとみており、懸念の対象となっていることに合意した。この問

題 について、日本と韓国及び台湾との間で意見の交換があった。 

 
15．日本は、特に韓国の漁獲量が、1994年の119ﾄﾝから1998年の2,000ﾄﾝに急増したこ と

を注意喚起した。韓国は、1998年には、1,000ﾄﾝの割当を受け入れることを表明して い

る。日本は、韓国が、増加した漁獲に見合うよう、割当を1,000ﾄﾝ以上に大幅に増加 させ

ることに固執することは、日本が、1980年代後半に自己の割当水準を７０％以上 削減し

たこと、及び、SBT資源の回復を確保するため、低い割当水準を過去10年に渡 り維持し

ていることからみて、全く不合理であると述べた。日本は、台湾が、現在提案 されてい

る協力の枠組みにつて真剣に検討することも求めた。韓国及び台湾は、オープ ニングス

テイトメントにあると同様の彼らの見解及び立場をを繰り返した。 

 
16．日本は、貿易関連措置を検討する必要性があると述べるとともに、締約国による検討 

のために行動計画案（別添Ｌ）を提示した。日本は、この行動計画は、既に採択、実施 

されている、ICCATのクロマグロとメカジキについてのモデルを基礎としたものであ る

と説明した。 

 



17．オーストラリアとニュージーランドは、日本が提案した行動計画案には、いくらかの 

有用な概念が含まれており、さらに検討し、CCSBT6の再開会合前に日本に返答したい 

と述べた。 

 
議題５：貿易情報スキームの最終化と採択 

 
18．委員会は、別添Ｍにある貿易情報スキーム（TIS）を、2000年6月1日から実施する 

こととして採択した。締約国は、（日本の文書CCSBT/9911/20に要約されているように） 

データの管理を巡るいくらかの技術的な事項が2000年6月までに解決される必要があ るこ

とを認識しており、これらの問題を休会期間中に解決することを約束した。事務局 が、

TISの採択を非加盟国／地域に連絡することが合意された。 

 
19．日本は、ジョイントベンチャー船の情報の収集に関連して、別添Ｎのアレンジメント 

を自主的に採用することも会合に報告した。 

 
20．オーストラリアは、日本の漁船団によって漁獲されたSBTの日本への水揚げはTIS の

対象となるのかどうかという問題を提起したが、この問題は実施前までに解決されれ ば

いいものとしておく用意があると述べた。日本は、日本漁船によって漁獲されたSBT が

他の国に輸出される場合には、当然TISに従うと述べた。しかしながら、日本で水揚 げさ

れ、消費されるSBTは、貿易とは分類されず、従って、TISの対象とはならない。 ニュー

ジーランドも、この問題はさらに討議すべき問題であるが、TISのWTOとの一 貫性から

すれば、国内の漁獲も実質的に同等な報告義務の対象としなければならないと いうニュ

ージーランドの立場を繰り返した。 

 
21．台湾は、TISに協力したいとする意志を表明したが、2000年6月からの実施というス 

ケジュールには対応できないと述べた。台湾は、2001年の早い段階での実施を示唆し 

た。台湾の懸念は注記されたが、締約国は、2000年6月という実施日を維持した。韓 国

は、TISへの協力の意志を表明した。 

 
議題６：管理戦略ワークショップからの報告 

 
22．オーストラリアがワークショップの報告を行い、ホバートにあるCSIROのトニー・ 

スミス博士による管理戦略の開発のための原則についての発表の後、管理戦略の開発に 

関するたたき台としてのオーストラリア内部の素案が討議されたことを紹介した。加入 

の崩壊により禁漁となり、その後解禁となったというアクションや、管理戦略の開発の 

ために業界、科学者、資源の管理者の間の協議のプロセスを含む、東部オーストラリア 

のジェムフィッシュ漁業が具体的な例として取り上げられた。ワークショップは、管理 

戦略の開発に関連する問題は複雑であることを注記した。SBTの管理戦略の開発は、 追

加のワークショップ、諮問委員会及び独立議長（次の議題参照）、並びに、社会経済 学

者を含む外部の専門家の支援を含め、さらに詳細に検討する必要がある。 

 
23．将来のワークショップのタイミングについて議論された。日本は、CCSBT6(2)が、 

ワークショップが検討すべき問題のガイダンスを与えるべきであると提案した。ワーク 

ショップのタイミングは、2000年の委員会の全体の作業計画の中で検討することが提 案

された。 

 
24．日本は、ワークショップは、関連事項についての他の国際／地域機関における現在の 

議論をレビューすべきであり、管理措置の検討にあたっては、「保存」とともに「最適 



利用」の側面を完全に考慮に入れなければならないと述べた。オーストラリアとニュー 

ジーランドは、日本の立場を注記した。 

 
議題７：科学評価手続きのピアーレビュー 

 
25．オーストラリアがピアーレビューワークショップの報告を行い、それが建設的で、自 

由な意見交換であったこと、次の４点について合意が得られたことを紹介した： 
 １．CCSBTの科学的プロセスに対する諮問パネルの手続き上のアレンジメント及び付  

託事項 
 ２．独立議長及び諮問パネルの資格 
 ３．SAG/SCの議長、諮問パネルの選出 
 ４．SC/SAG議長の任務 

 
26．委員会は、これら４点の結果を承認した。詳細は別添Ｏの通り。 

 
27．オーストラリアは、ワークショップは報告書の最終化を含め完結しておらず、次回の 

委員会会合直前に再開会合を持つ必要があると説明した。 

 
28．主要な未解決となっている問題は、 
 １．データ交換と管理における事務局の役割の範囲、 
 ２．資源評価のための文書とデータの交換の時間割、 
 ３．事務局が、他のマグロ類の国際委員会において管理されているデータベースの詳細  

と、そのデータベースの運営にかかる経費についての情報を､2000年1月中旬までに  最

新化することを求められていることを注記しつつ、事務局で開発し、維持する漁業  の

データベースの内容の最終化、である。 

 
29．ワークショップは、委員会が、管理戦略ワークショップとともに、2000年の早い時 

期に資源評価プロセスワークショップを開催することを勧告した。日本は、事務局が、 

委員会の効果を促進することになるデータの交換と管理の役割を担うことに対するワー 

クショップにおける合意を歓迎した。 

 
議題８：他の組織との関係 

 
30．委員会は、事務局長が、1999年12月に京都で開催されるインド洋マグロ類委員会の 

第４回会合にオブザーバーとして出席すること、その際に行う発表については事前に加 

盟国の了承を得ることに合意した。 

 
議題１０：総漁獲可能量 

 
31．日本は、委員会が、責任ある地域漁業機関として、加盟国及び非加盟国／地域による 

全体のSBTの漁獲量を考慮に入れ、まず全体のTACを設定すべきであると提案した。 日

本は、TACの水準は、彼らの見解では、現在の親魚バイオマスは歴史的にみて低い 水準

にあるというわけではなく、また、回復の基調にあると考える最近の資源評価に基 づい

て、現在の11,750ﾄﾝに追加の3,000ﾄﾝを加え、さらに非加盟国／地域の漁獲量を追 加した

ものとすべきであると示唆した。日本は、委員会は、産卵場でのSBTの漁獲、 及び若齢

魚の漁獲を制限する措置をとることを検討すべきであると提案し、委員会の再 開会合に

おいて提案を行うと述べた。日本は、さらに、オーストラリアの東部沿岸域に おけるオ



ーストラリア漁業によるSBTの投棄の申し立てに対する重大な懸念を表明す るととも

に、特に、この投棄された漁獲物がオーストラリアの割当量管理においてどの ように取

り扱われているのかについての情報を求めた。 

 
32．オーストラリアは、1998年以来資源評価が行われていないので、TACを増加させる 

科学的な基礎はないと考えるている述べた。オーストラリアは、若齢魚に関する自国の 

立場は、CCSBT5(1)において明確にしてあると述べた。 

 
33．オーストラリアは、不法なあるいは無責任な漁業を奨励したり、支持することはな

く、 十分な証拠がある場合には、違反者を起訴する用意があると述べた。このような申

し立 てを行う経済的な動機を指摘しつつ、オーストラリアは、オーストラリア東部沿岸

域で は常にいくらかのSBTの漁獲があり、オーストラリアの割当量はこれらをカバーす

る ためにも割り振られていると述べた。 

 
34．日本は、申し立ての基礎とした新聞の切り抜きのファクスの写しを提供し、オースト 

ラリアが、この問題、特に、投棄がオーストラリアの割当に対してどのように計算され 

ているのかのさらに詳細な説明を求めた。オーストラリアは、必要な追加の情報を提供 

すると述べた。 

 
35．ニュージーランドは、すべての加盟国は、親魚バイオマスが歴史的みて低い水準にあ 

ることに合意していることを注記しつつ、再建の可能性を改善するための緊急のステッ 

プをとることを主張した。ニュージーランドは、国際海洋法裁判所（ITLOS）の６名の 

判事による、直近の短期間において、漁業に関連するすべての関係者の漁獲を削減する 

ことが、中長期的にみて資源の回復を支援するものとなるという勧告を注意喚起した。 

ニュージーランドは、さらに、判事は、そのためにUNCLOSの第６４条は、協力の義 務

を規定していることを注記していると述べた。 

 
36．オーストラリアとニュージーランドは、TACに関し加盟国間で合意がないので、す 

べての加盟国は、直近に合意した割当水準に漁獲を制限すべきであるというITLOSの 命

令に拘束されることを注記した。従って、オーストラリアとニュージーランドは、合 意

されたTACへの取り込みをペンディングとしつつ、新規加盟国に対する暫定的な割 当を

行うに際し、恣意的なものは入らないという見解を述べた。 

 
37．日本は、TACの問題が、締約国間で、完全かつ真剣に討議されなかったことを落胆 

していると述べた。 

 
議題１１：調査漁獲 

 
38．日本は、分析が最終化した際には、1999年の調査漁獲計画（EFP）の結果を委員会に 

提供することを注記しつつ、CPUEの解釈を巡る不確実性を早急に解決するために、2000 
年もEFPを継続する必要があると述べた。日本は、EFPを2000年5月には開始したい と述

べ、将来のEFPの共同実施の合意を追求するために、作業部会を設立することを 提案し

た。日本は、さらに、SBTのよりよい科学的管理に必要な科学的知見を改善す るための

日本のSBTの科学調査に対する取り組みを、長期のものから短期のものまで 示す文書

（別添Ｐ）を提示し、EFPは、同じ目的から提案され、実施されてきたと述べ た。 

 
39．オーストラリアは、よりよい情報を必要とするSBT漁業の分野があることに合意し 

た。オーストラリアは、長期の戦略的なベースで、委員会においてよい科学に導く、よ 



い科学調査計画について討議すると述べた（このことが、オーストラリアが締約国の作 

業に外部科学者の参加を依頼することに同意した理由である。）。オーストラリアは、 

自己の見解では、ほとんどの漁獲努力が既知の漁場に集中しているようなEFPで、再 び

委員会の作業を行き詰まらせることは望まないと述べた。価値があると考えられる、 例

えば、（インドネシアとの）産卵場調査のような調査分野がある。オーストラリアは、 

さらに、科学調査計画を含む、いくつかのたたき台となる提案を示す文書を、ここ数週 

間内に加盟国及び非加盟国／地域に提示するだろうと述べた。 

 
40．ニュージーランドは、漁業を理解する際の不確実性を解決するための健全な科学に基 

づいて、協力的に作業することに対するコミットを示した。ニュージーランドは、さら 

に、委員会は、この問題を、非生産的なアプローチを繰り返すのではなく、科学プロセ 

スの改善のための現在進行中の努力の枠組みの中で検討することを示唆した。 

 
41．日本は、科学情報を改善することの長期的な利益が重要であるというオーストラリア 

の見解を共有した。しかしながら、日本は、CPUEの解釈及びTACを含む現在未解決 と

なっている事項を早急に解決することの重要性を強調した。日本は、ITLOSの命令 の規

定にも関わらず、オーストラリアとニュージーランドが、共同EFPに関する討議 のスケ

ジュールを立てることを辞退したことに落胆したと述べた。 

 
議題１７：作業計画 

 
42．この問題は、締約国間で休会期間中に議論することが合意された。 

 
議題１８：事務局長の任命 

 
43．この問題は、締約国間で休会期間中に議論することが合意された。 

 
議題２０：閉会 

 
44．締約国は、委員会の第６回年次会合を2000年の早い時期に再開することで合意した。 

 

 

 
ピーター・ユール 
議長 
 



別添のリスト 

 

 
別添Ａ 議題 
  Ｂ 参加者リスト 
  Ｃ オープニングステイトメント－日本 
  Ｄ オープニングステイトメント－ニュージーランド 
  Ｅ オープニングステイトメント－オーストラリア 
  Ｆ オープニングステイトメント－韓国 
  Ｇ オープニングステイトメント－南アフリカ 
  Ｈ オープニングステイトメント－台湾 
  Ｉ 1999年の修正予算 
  Ｊ 2000年予算 
  Ｋ 会計規則の改正 
  Ｌ ミナミマグロの保存措置の効果を確保するための行動計画に関するCCSBT決議    

案（日本提案） 
  Ｍ CCSBTのミナミマグロ統計証明書計画 
  Ｎ ジョイントベンチャー操業に関する情報収集のためのアレンジメント 
  Ｏ ピアーレビュー／SBT管理戦略ワークショップにおいて作成され、合意された    

文書 
  Ｐ ミナミマグロの資源評価のための日本の調査活動 

  
 



別添Ａ 

 
議題 

 
１．開会 
 １．１ 歓迎の辞 
 １．２ 議題の採択 
 １．３ 会合のアレンジメント 
 １．４ オープニングステイトメント 
  １．４．１ 加盟国 
  １．４．２ その他の国及び団体 

 
２．事務局からの報告 

 
３．財政運営委員会からの報告 
 ３．１ 1999年予算の修正 
 ３．２ 2000年予算の採択 
 ３．３ 会計規則の改正 
 ３．４ その他 

 
４．非加盟国地域との関係 
 ４．１ インドネシア、韓国及び台湾 
 ４．２ その他の非加盟国／地域 

 
５．貿易情報スキームの最終化と採択 

 
６．管理戦略ワークショップからの報告 

 
７．科学評価手続きのピアーレビュー 

 
８．その他の組織との関係 
 ８．１ 関連漁業管理機関及び国際的な文書 
 ８．２ CWP 
 ８．３ CITES 
 ８．４ 科学委員会の会合におけるIGOの参加 

 

 
９．科学委員会 
 ９．１ 1998年の科学委員会の会合の報告 
 ９．２ 科学委員会の手続規則 

 
10．総漁獲可能量とその配分 
 10．１ 総漁獲可能量 
 10．２ 国別配分 

 
11．調査漁獲計画 

 



12．データ管理のためのアレンジメント 

 
13．SBT漁業のレビュー 

 
14．遵守委員会からの報告 

 
15．将来の割当量配分のメカニズム 

 
16．委員会の文書の機密性 

 
17．作業計画 

 
18．事務局長の任命 

 
19．その他 

 
20．閉会 
 20．１ 1999-2000年の議長及び副議長の選出 
 20．２ 報告書の採択 
 20．３ 閉会 

 
 


